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共同事業ニュース：2023 年 2 月号 

2023年 2月 28日発行 

№162 

 

 

○ 本誌は、毎月１回、都道府県石油組合、北海道 18 石油組合、共同事業部会委員、農林漁

業部会委員に配信しています。 

○ 全石連のホームページ“石油広場：http://www.zensekiren.or.jp/”に最新号から 1 年前の 

バックナンバーまで掲載しています。 

「石油広場 トップページ」⇒「各種情報」⇒「共同事業グループニュース」 
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１．「ガソリンのギフト券」の事業状況 

登録状況は、取扱店数 6,971SS(先月: 6,931SS)、販売店 1,792SS(先月: 1,749SS)のネット

ワークとなっています。 

2 月 27 日現在の販売枚数は 12,312 枚とほぼ先月（12,700 枚）と同水準の実績となりまし

た。一方で、3月に決算キャンペーン用で使用したいという問い合わせが寄せられており、3月

は販売枚数が増加することが期待できます。 

直近の大口案件では、全国的に店舗を展開している外国車のメーカー系ディーラーにて、1

月からガソリンのギフト券をノベルティ採用したキャンペーンが始まりました。このキャンペ

ーンは 3 月末まで行われ、同ディーラーからは数万枚規模の購入になることが伝えられてお

り、今年度の販売枚数に大きく貢献しそうです。 

このように法人の大量購入に至るトリガーには、ギフト券の知名度のほかにも、ギフト券が

利用できる店舗数も大きなウエイトを占めています。「使える SSがたくさんある」環境の実現

に向け、是非引き続き皆様のご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。 

ギフト券をすぐ手に入れたいという一般ユーザーが増えてきています。ＷＥＢサイトからギ

フト券を買える「販売店」を調べて問い合わせたところ、「在庫がない」、「注文を受けてから

発注する」といった回答をされたというクレームが本会に寄せられることがあります。ユーザ

ーからのクレームを受けて、何らかの対応策を講じることを迫られている状況にあります。 

直近の販売状況・登録状況については、最終頁の表をご覧ください。  

 

 

２．斡旋品に関する連絡 

（１）年度末セールについて 

   ３月１日（水）から３１日（金）までの 1ヵ月間実施致します。 

 組合員向けの告知として２月２２日（水）付けのぜんせき新聞にチラシ（「共同事業イ

ンフォメーション」）を折り込みました。 

 ２月２4日（金）以降の受付分については数量にもよりますが、３月２日（水）以降の

出荷となる可能性があります。 

   

（２）斡旋品の値上げについて 

原材料費、物流費の高騰を受け製品コストが急上昇したことにより斡旋品を値上げいた

します。今後、価格改定の取扱商品は以下の通りです。 

取扱商品 改定時期 

①㈱小宮山印刷の伝票・ロール紙 未定 

②㈱ハートワークの LEDサービスステーション灯、

LED投光器 

4月予定 
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３. 中型生命グループ保険の最新加入状況 

 中型生命グループ保険の３月１日現在の加入者数は 6,604 人です。（前月 6,618 人、前月比

14 人減）。年度末に退職者の発生、4 月には新入社員の採用と保険加入者の入れ替えが起きる

と事案があると思いますので、機会あるときに加入されている組合員に加入者の変更の有無を

ご確認ください。 

 

 

４．総括表を作成・提出できる販売業者（国Ａ・農軽・海運） 

総括表（【農軽】は数量集計確認証）を作成し組合に提出できるのは、末端ユーザー（需要

家（農林漁業者・海運業者））に直接販売した販売業者（登録業者）のみとなります。 

卸販売をした場合は登録業者であっても総括表を作成・提出できません。卸販売をした登録

業者とユーザーに直接販売した登録業者が二重に作成・提出することを防ぐためです。 

 

 

５．船舶による制度の違い（国Ａ・農軽・海運） 

農林漁業用のＡ重油を始めとした各還付制度では、燃油が使用される船と油種によって制度

が異なります。同じ農林漁業用の用途でも、Ａ重油と軽油では制度が違いますので注意してく

ださい。船種や油種が違うと正しい用途であったとしても対象外となります。 

 

船の燃油として使用する場合 

制 度 使用燃料 船の種類 

国産Ａ重油制度 Ａ重油 漁 船 

農林漁業用軽油制度 軽 油 漁 船 

海運用燃油制度 Ａ重油・Ｃ重油・軽 油 内航の貨物船・フェリー 

 

また、上記の表にある船の燃油として使用されても、以下は正しい用途でないため対象外と

なります。 

対象外の例 

船の種類 用途 

漁 船 

釣り船などの遊漁船 

監視のみをおこなっている監視船 

試験のみをおこなっている試験船 

貨物船・フェリー 遊覧船や非定期航路(臨時等)のフェリー 

用途については常にご確認をいただき、不明な場合は本会までご照会ください。 

 

--------------------------------------【農林グループからのお願い】-------------------------------------------- 

無税重油、国産Ａ重油、農林軽油、海運用燃油に関する総括表等に設けている提出期日が近

づいてきましたら、登録業者からの提出状況をご確認ください。 

期日までの提出励行にご協力をお願いいたします。 
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